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旧クリーンセンター等残置物運搬業務委託仕様書 

 
１ 事業概要 

(1) 事業名称：旧クリーンセンター等残置物運搬業務委託 

(2) 事業場所：松戸市高柳新田３７番地他 

(3) 事業期間：契約締結日の翌日から令和８年１２月３１日 

（4）事業概要：旧クリーンセンター管理棟、工場棟、余熱利用施設の残置物を 

松戸市リサイクルセンター及び和名ケ谷クリーンセンターへ 

収集運搬する。 

 

２ 趣旨 

  本仕様書は、旧クリーンセンター等残置物運搬業務委託に係る「仕様書」であり、必

要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

  なお、本仕様書は、基本的な事項を定めたものであり、特段の定めがない場合であっ

ても作業遂行上、当然必要な事項については、受託者の負担で実施するものとする。 

 

３ 定義 

  本仕様書における用語の定義 

  甲：委託者 

  乙：受託者 

 

４ 基本仕様 

本委託業務を計画または実施する場合、関係法令等を遵守し、安全・衛生両面に

留意する。 

 

５ 委託範囲 

 （1）クリーンセンター管理棟（３階建て）、工場棟（地下２階・地上５階建て）・余熱利用

施設（スポーツ施設（２階建て）及び六実高柳老人福祉センター（１階建て））及び敷

地内 

松戸市高柳新田３７番地・松戸市高柳１８３２番地  

  

６ 一般事項 

 （１）乙は残置物を各施設から分別収集し、松戸市リサイクルセンター及び和名ケ谷ク

リーンセンターへ適正に運搬すること。 

搬入物に対し、他の施設への指示があった場合には、従うこと。 

（２）運搬車両については、最大４ｔ車までとし、作業に適した車両を使用すること。 

各施設への搬入は２台/日までとする。 

登録外の車両を追加で使用する場合には、臨時車両登録を行い、使用すること。 

（３）残置物を施設に搬入する際は、施設内職員の指示に従うこと。 

（４）乙は契約締結日から７日以内に工程表を甲に提出すること。 

（５）ごみに係る一般廃棄物処理手数料は乙が支払うものとする。なお、その手数料は

業務完了後、報告書及び計量伝票（写し）により、委託料と共に甲に請求するも
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のとする。単価については１kg 当り１６円（消費税抜き）とする。 

   ごみ処分予定数量 ２０,０００kg～３０,０００kg程度 

（６）残置物の内、各施設で搬入禁止にしているものについては、工場棟１階工作室にまと

めること。 

（７）乙に委託した施設の鍵については、乙の責任において開閉および保管するものとし、

乙は契約満了後に、甲に返納するものとする。 

（８）乙は、仕様書等提示条件について疑義が生じた場合は、自己判断する事なく監督

職員と協議するものとする。 

（９）その他詳細は甲の指示に従うこと。 

 

 

７ 作業時間 

平日の８時３０分 ～ １７時００分の間 

（土日祝日は、作業を行わないこと） 

 

８ 使用機材等 

作業に要する機材、燃料、ごみ袋等は、すべて乙の負担とする。 

 

９ 損害等 

   乙は、人身事故や、第三者等に損害を与える事故が発生したときは、必要な応急処置

を行うとともに、事故発生の原因、経過及び事故による被害の状況等について、

速やかに甲に報告し指示を受けることとする。また、これらの事故に係る損害に

ついては、すべて乙の負担とする。 

 

１０ 主な一般廃棄物運搬品目 

   一般事務所製品（木製棚、木製テーブル、ソファー、マット、柔道用畳等） 

   工場内部品  （電気部品、樹脂製品、陶磁器、ホース、木材、汚れた段ボール（資

源化不可）等） 
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